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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１ミクロンより大きい繊維直径を有する繊維の第２のウェブに結合された、１ミクロン
以下の繊維直径を有するポリマー繊維の第１のウェブを含む複合シートであって、第１お
よび第２のウェブがニードルパンチによって結合されており、第２のウェブの繊維がニー
ドルパンチによって第１のウェブに開けられた孔を埋める働きをし、かつ第２のウェブの
繊維を第２のウェブに固定したまま、第２のウェブが第１のウェブの表面を越えて突出す
るようにその長さの一部を第１のウェブに押し通し、ここで、第１および第２のウェブの
繊維が混ぜられていないことを特徴とする複合シート。
【請求項２】
　ポリマーナノウェブをフェルトに結合して、複合シートを形成する方法であって、前記
ナノウェブおよび前記フェルトを対面する関係で提供する工程と、一部の繊維が前記フェ
ルトから前記ナノウェブを通して突出するように、かつナノウェブとフェルトの繊維が混
ざらないように前記フェルトを前記ナノウェブにニードルパンチする工程とを含む方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノウェブ構造体、特にニードルパンチによって基材に結合されたナノウェ
ブの分野に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　「ナノウェブ」は、１マイクロメートル未満の数平均直径を有する繊維を主に含むかま
たはそれだけを含む不織ウェブである。ナノウェブは、その孔寸法が非常に小さくかつ表
面積対体積比が高いため、例えば、高温気体ろ過、高性能空気ろ過、廃水ろ過、生物的汚
染物質用のろ過膜、電池および他のエネルギー蓄積装置用のセパレータなどの、多くの用
途のための基材として用いられることが期待されてきた。しかしながら、これらの用途の
ためのナノウェブの１つの欠点は、その機械的完全性が不十分であることである。
【０００３】
　ナノ繊維の数平均直径は、１０００ｎｍ未満であり、２０ｎｍほどであることもある。
この寸法では、ナノ繊維が層状で厚い膜として形成されている場合であっても、得られる
構造の機械的強度は、それらを通過する通常の液体または気体流などのろ過用途のための
大きな衝撃、あるいは最終用途の製造工程の際の巻取り（ｗｉｎｄｉｎｇ）および取扱い
に必要なより高い強度に耐えるのに不十分である。また、例えば電界紡糸または電気ブロ
ー加工（ｅｌｅｃｔｒｏｂｌｏｗｉｎｇ）によって作製されたナノウェブは、典型的に約
２０％未満の低い固体体積含量（固体性（ｓｏｌｉｄｉｔｙ））を有する傾向がある。
【０００４】
　また、支持されていないナノウェブは、例えば、ある製品用途のために表面処理を加え
たり積層したりする際の、巻取りまたは後処理のときなど、縦方向（ＭＤ）に張力をかけ
たときに幅の過度の減少（「ネッキング」）を示す。材料が巻き出されて再度巻かれる場
合、張力が変動することにより、様々な幅が生じ、シート特性のばらつきを生む可能性が
ある。張力の付加に対してより堅牢な材料が求められている。このような材料は、ナノウ
ェブを支持ウェブまたはスクリムに結合することによって得ることができる。
【０００５】
　ニードルパンチは、梳毛機（ｃａｒｄ）または他の装置によって通常製造されている繊
維の機械的結合の形態である。この処理により、ニードル織機を用いて、緩い繊維のウェ
ブが凝集した不織布に変換される。様々なタイプのニードル織機が当該技術分野で周知で
あり、不織ウェブを通して繊維を機械的に配向することによって不織ウェブを結合する働
きをする。この処理はニードリング、またはニードルパンチと呼ばれる。バーブニードル
を基体（ｂｏａｒｄ）に設置し、繊維をパンチ加工してバットにしてから引き抜いて、繊
維が交絡された状態にする。針を非整列の配置で隔置する。１分当たりのストローク、織
機当たりの針の数、バットの進行速度、針の貫通の程度、およびバットの重量を変えるこ
とによって、様々な布帛密度を作ることができる。ニードル織機を操作することで、模様
付きかまたは模様の付いていない製品を製造することができる。
【０００６】
　ニードルパンチは通常、不織ウェブの透気性を高めることが当該技術分野で公知である
。しかしながら、ある条件下において、ニードルパンチを用いると不織ウェブの透過性を
低下させることが可能である。Ｆｏｓｔｅｒ　Ｎｅｅｄｌｅ　Ｃｏ．によって自社ウェブ
サイト上で公開された文献によれば、「透過性を低くするのは、透過性を高くするより達
成するのが難しい」。布帛の透過性を低くするポイントは、できる限りフェルトの目を「
緊密」にすることである。フェルトの目が「緊密」である（言い換えれば、間隔を詰めか
つできる限り密に針が打たれている）ほど、透過性が低くなる。この論理によれば、当業
者は、１ミクロン未満の直径を有する繊維を含むウェブの小孔構造を維持するだけのため
に、多量の針の貫通（平方インチ当たり）を予測するであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の実施形態は、１ミクロンより大きい繊維直径を有する繊維の第２のウェ
ブに結合された、１ミクロン以下の繊維直径を有するポリマー繊維の第１のウェブを含む
複合シートであり、第２のウェブの繊維の一部が、多数の不連続領域においてポリマー繊
維の第１のウェブを通して突出する。
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【０００８】
　本発明の別の実施形態は、ポリマーナノウェブをフェルトに結合して、複合シートを形
成する方法であり、本方法は、ナノウェブおよびフェルトを対面する関係で提供する工程
と、一部の繊維がフェルトからナノウェブを通して突出するように、フェルトをナノウェ
ブにニードルパンチする工程とを含む。
【０００９】
　本発明の複合シートは、以下に限定はされないが、バグハウスフィルタ、電気掃除機フ
ィルタ、空気清浄フィルタおよび他の気体もしくは液体ろ過用途などの多くのろ過用途に
有用であり得る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　「不織布」という用語は、多数のランダムに分布した繊維を含むウェブを意味する。繊
維は、一般に、互いに結合されていてもまたは結合されていなくてもよい。繊維は、短繊
維または長繊維であり得る。繊維は、単一の材料、あるいは異なる繊維の組合せとしてか
またはそれぞれ異なる材料から構成される同様の繊維の組合せとして多数の材料を含み得
る。
【００１１】
　「圧延」は、ウェブを２つのロール間のニップに通すプロセスである。これらのロール
は互いに接触していてもよく、またはロール表面間に固定されたまたは可変の間隙があっ
てもよい。「型押されていない」ロールは、それらを製造するのに用いられるプロセスの
能力の範囲内で平滑な表面を有するロールである。点結合ロールとは異なり、ウェブをニ
ップに通す際にウェブ上に意図的にパターンを生成するための点またはパターンは存在し
ない。
【００１２】
　「スクリム」は、支持層であり、ナノウェブを結合、接着または積層できるようにする
ための何らかの平面構造であり得る。好都合には、本発明に有用なスクリム層は、スパン
ボンド不織布層であるが、不織繊維などの梳毛ウェブから作製可能である。いくつかのフ
ィルタ用途に有用なスクリム層では、プリーツおよび永久折れ目（ｄｅａｄ　ｆｏｌｄ）
を保持するのに十分な剛性が必要である。
【００１３】
　本明細書で用いられる際の「ナノ繊維」という用語は、約１０００ｎｍ未満、さらには
約８００ｎｍ未満、さらには約５０ｎｍ～５００ｎｍ、さらには約１００～４００ｎｍの
数平均直径または断面を有する繊維を指す。本明細書で用いられる際の直径という用語は
、非円形の最大断面を含む。ナノウェブは、数平均繊維直径が１ミクロン未満の繊維のウ
ェブと定義される。
【００１４】
　紡糸されたままのナノウェブは典型的に、電界紡糸、例えば従来の電界紡糸または電気
ブロー加工、および場合によってはメルトブロー加工プロセスによって製造されるナノ繊
維を主に含むかまたはそれだけを含む。従来の電界紡糸は、全体が参照により本明細書に
援用される米国特許第４，１２７，７０６号明細書に示されている技術であり、溶液中の
ポリマーに高い電圧をかけて、ナノ繊維および不織マットを生成する。しかしながら、電
界紡糸プロセスの総処理量が低すぎて、より重い坪量のウェブを形成する際に商業的に存
立できない。
【００１５】
　「電気ブロー加工」プロセスは、全体が参照により本明細書に援用される国際特許公報
、国際公開第０３／０８０９０５号パンフレットに開示されている。ポリマーおよび溶媒
を含むポリマー溶液流れを、貯蔵タンクから紡糸口金内の一連の紡糸ノズルへと供給する
。紡糸口金には高い電圧がかけられ、また、そこからポリマー溶液が放出される。一方、
任意に加熱される圧縮空気が、紡糸ノズルの側面または周囲に配置された空気ノズルから
出される。この空気は、吹込みガス流としてほぼ下方向に向けられ、新たに出されたポリ
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マー溶液を覆って送出し、繊維ウェブの形成に役立つ。繊維ウェブは、真空チャンバーの
上方の接地された多孔質の収集ベルト上に集められる。電気ブロー加工プロセスにより、
比較的短い期間で、約１ｇｓｍを超える、さらには約４０ｇｓｍ以上もの坪量での、商業
的な規模および量のナノウェブの形成が可能になる。
【００１６】
　ナノウェブの処理は、それらが壊れやすいために非常に難しい。この理由のため、ナノ
ウェブを処理しやすくするために、ナノウェブを直接スクリムに付着させることが時とし
て好都合である。したがって、本発明の複合シートは、スクリムをさらに含むことができ
、ナノウェブは、フェルトまたは支持スクリムとともにニードルパンチされる前にスクリ
ムに支持される。スクリムは、スクリムに紡糸されたナノ繊維ウェブを集めて組み合わせ
るためのコレクタ上に配置される。
【００１７】
　スクリムの例としては、メルトブローン不織布、ニードルパンチ不織布またはスパンレ
ース不織布などの様々な不織布、織布、編布、紙などが挙げられ、ナノ繊維層をスクリム
上に追加することができる限り、限定されずに用いることができる。
【００１８】
　本発明のナノウェブを形成するのに用いることができるポリマー材料は、特に限定され
ないが、これらとしては、ポリアセタール、ポリアミド、ポリエステル、セルロースエー
テルおよびエステル、ポリアルキレンスルフィド、ポリアリーレンオキシド、ポリスルホ
ン、変性されたポリスルホンポリマーおよびそれらの混合物などの付加ポリマーおよび縮
合ポリマー材料の両方が挙げられる。これらの一般的種類に含まれる好ましい材料として
は、ポリ（塩化ビニル）、ポリメチルメタクリレート（および他のアクリル樹脂）、ポリ
スチレン、およびそれらのコポリマー（ＡＢＡ型ブロックコポリマーを含む）、ポリ（フ
ッ化ビニリデン）、ポリ（塩化ビニリデン）、架橋および非架橋形態にある様々な加水分
解度（８７％～９９．５％）のポリビニルアルコールが挙げられる。好ましい付加ポリマ
ーはガラス質である傾向がある（室温より高いＴg）。これは、ポリ塩化ビニルおよびポ
リメチルメタクリレート、ポリスチレンポリマー組成物あるいは合金の場合であり、ある
いはポリフッ化ビニリデンおよびポリビニルアルコール材料では結晶性が低い場合である
。ポリアミド縮合ポリマーの１つの好ましい種類は、ナイロン－６、ナイロン－６，６、
ナイロン６，６－６，１０などのナイロン材料である。本発明のポリマーナノウェブは、
メルトブロー加工によって形成され、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリブチレン
などのポリオレフィン、ポリ（エチレンテレフタレート）などのポリエステル、および上
記のナイロンポリマーなどのポリアミドを含む、メルトブロー加工してナノ繊維にするこ
とが可能な任意の熱可塑性ポリマーを用いることができる。
【００１９】
　繊維ポリマーのＴgを低下させるために、当該技術分野において公知の可塑剤を上記の
様々なポリマーに添加することが好都合であり得る。好適な可塑剤は、電界紡糸または電
気ブロー加工されるポリマー、ならびにナノウェブを組み込むことになる特定の最終用途
に応じて決まることになる。例えば、ナイロンポリマーは、水で、または電界紡糸または
電気ブロー加工プロセスから残っている残留溶媒でも可塑化され得る。ポリマーＴgを低
下させるのに有用であり得る他の当該技術分野において公知の可塑剤としては、限定はさ
れないが、脂肪族グリコール、芳香族スルファミド（ｓｕｌｐｈａｎｏｍｉｄｅｓ）、フ
タル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル（ｄｉｈｅｘｌ　ｐｈｔｈａｌａｔｅ）、フタル酸
ジシクロヘキシル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジイソデシル、フタル酸ジウンデシル
、フタル酸ジドデカニル、およびフタル酸ジフェニルからなる群から選択されるものを含
むがこれらに限定されないフタル酸エステルなどが挙げられる。参照により本明細書に援
用される「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃｉｚｅｒｓ」、Ｇｅｏｒｇｅ　Ｗｙ
ｐｙｃｈ編、２００４　Ｃｈｅｍｔｅｃ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇには、本発明に用いるこ
とができる他のポリマー／可塑剤の組合せが開示されている。
【００２０】
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　紡糸されたままのナノウェブ（およびスクリム）は、物理的特性の所望の改良を与える
ために、ニードリングプロセスの前に圧延され得る。本発明の一実施形態では、紡糸され
たままのナノウェブは、２つの型押されていないロール間のニップ内に供給され、２つの
型押されていないロールのうち、一方のロールは型押されていない軟質ロールであり、一
方のロールは型押されていない硬質ロールであり、ナノウェブのナノ繊維がカレンダーニ
ップに通した際に可塑化された状態にあるように、硬質ロールの温度は、Ｔg（ポリマー
がガラス質からゴム状の状態に変化する温度として本明細書で定義される）～Ｔom（ポリ
マーの溶融開始の温度として本明細書で定義される）の間の温度に維持される。さらに、
不織ウェブを、任意にナノ繊維ポリマーのＴg～最低Ｔomの間の温度に加熱しながら、延
伸することができる。延伸は、ウェブがカレンダーロールにＭＤまたはＣＤのいずれかあ
るいはその両方で供給される前および／または後のいずれかで行うことができる。
【００２１】
　本発明のニードルパンチ方法において、ニードルパンチ操作に用いられる針の直径は、
ナノウェブのナノ繊維の平均直径の少なくとも５００倍、および好ましくはナノ繊維の平
均直径の少なくとも１０００倍である。
【００２２】
　本発明の方法によれば、粗繊維と細繊維とを混ぜる(intermingling)（これは先行技術
により針打ちされた繊維構造に典型的である）よりむしろ、針で穿孔されているのが硬い
シートであるかのように、粗繊維を優先的にナノウェブ構造に押し通す。粗繊維を粗繊維
ウェブに固定したまま、粗繊維がナノウェブの表面を越えて突出するようにその長さの一
部をナノウェブに押し通す。粗繊維は、針によってナノウェブに開けられた孔を埋める働
きをすることにより、細繊維ウェブの細孔構造に対するニードリングの衝撃を低減する。
このようにして、結合された複合シートの平均細孔径は、ニードルパンチの前のナノウェ
ブおよび粗繊維ウェブの平均細孔径以下になり得る。
【００２３】
　本発明において、ニードリングの量は制限されない。しかしながら、他のニードリング
操作と同様に、所望の細孔構造およびナノウェブと粗繊維ウェブとの間の結合量を与える
ために、多くの要因を最適化しなければならない。それらの要因としては、針のサイズお
よびタイプ、ニードリングの量、ニードリングの深さ、繊維のタイプ、長さ、デニールお
よびウェブ密度の観点からの適切な粗繊維の選択が挙げられる。
【００２４】
　本発明の方法は、熱間圧延または炉における加熱によるなど、ニードルパンチ後に複合
シートを熱処理する工程をさらに含み得る。
【実施例】
【００２５】
実施例１
　ギ酸中のポリアミド－６,６の２４％溶液を、国際公開第０３／０８０９０５号パンフ
レットに記載のような電気ブロー加工によって紡糸してナノウェブにした。数平均繊維直
径は約４２２ｎｍであった。ナノウェブの公称坪量は２８．５グラム／平方メートル（ｇ
ｓｍ）であり、厚さは６０ミクロンであった。
【００２６】
　約２オンス／平方ヤードの坪量を有する、８０％のＫｅｖｌａｒ（登録商標）繊維およ
び２０％のポリエステル繊維でできた４層のバッキング材料を、手動のニードル織機を用
いて、平方インチ当たり様々な貫通レベルで、ポリアミドナノウェブにニードリングした
。織機の針は、３８ゲージ（直径０．５ｍｍ）（これはナノウェブの平均繊維直径の約１
１８５倍である）であった。次に、ＰＭＩ（Ｐｏｒｏｕｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ
ｏｒｐｏｒａｔｅｄ）製の標準キャピラリーフローポロメトリー装置を用いて、細孔構造
について測定を行った。
【００２７】
　任意選択による圧延を、ハンドシート（ｈａｎｄ　ｓｈｅｅｔ）積層体試料を２つの鋼
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製のロールカレンダーニップへ送出することによって行った。カレンダーを、０．０４５
インチの間隙、８５０ポンド／リニアインチのニップ圧に設定し、室温で操作した。
【００２８】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表１

【００２９】
　粗繊維のみからできた材料の平均流孔径が所望の複合シート材料の小孔層の条件を満た
すのに必要な直径より十分大きいことが、試料ＡおよびＢから分かる。ニードリングなし
で粗繊維および細繊維材料を単に積層すると（試料Ｃ）、細繊維材料によって与えられる
細孔構造が形成される。試料Ｄは、ニードリングしたにもかかわらず、結合されていない
複合体の平均流孔径が実質的に維持され得ることを示している。しかしながら、細繊維材
料を用いない場合に見られるほどではないが、最大孔径が増加されたことに留意されたい
。試料Ｅは、さらなるニードリングにより、平均流孔径が増加し始めることを示している
。しかしながら、材料の圧延は、最大孔径をうまく抑える。
【００３０】
　実施例１は、予想に反して、粗繊維材料用のサイズの針を用いて、ナノウェブの細孔構
造に悪影響を与えず、かつフェルトの目を緊密にするのに緻密なニードリングを必要とせ
ずに、ナノウェブを粗繊維の１つまたは複数のウェブに積層することができることを示し
ている。
【００３１】
実施例２
　国際公開第０３／０８０９０５号パンフレットに記載の方法を用いて、１０ｇｓｍの坪
量を有するナノウェブを、ポリアミド－６,６から３３．９ｇｓｍのポリエステルスパン
レース（Ｓｏｎｔａｒａ（登録商標）、Ｄｕ　Ｐｏｎｔ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）
）へと紡糸した。平均繊維直径は４００ｎｍであった。このナノウェブを、ニードルパン
チによって、１４オンスの部分的に固化されたポリエステルフェルト（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ
　Ｆｅｌｔ）に結合した。
【００３２】
　ニードルパンチは、フェルトおよびスクリム＋ナノウェブ構造を、ナノウェブがフェル
トに対して内側になるように組み合わせる工程と、フェルト側からニードルパンチする工
程とを含んでいた。線速度は１．５メートル／分であった。インチ当たりの貫通（ＰＰＩ
）の数は３８３であった。積層体の透気性は、３２立法フィート／分（ｃｆｍ）であった
。
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【００３３】
実施例３
　国際公開第０３／０８０９０５号パンフレットに記載の方法を用いて、５ｇｓｍの坪量
を有するナノウェブを、ポリアミド－６,６から３３．９ｇｓｍのポリエステルスパンレ
ース（Ｓｏｎｔａｒａ（登録商標））へと紡糸した。平均繊維直径は４００ｎｍであった
。このナノウェブを、ニードルパンチによって、１４オンスの部分的に固化されたポリエ
ステルフェルト（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｆｅｌｔ）に結合した。
【００３４】
　ニードルパンチは、フェルトおよびスクリム＋ナノウェブ構造を、ナノウェブがフェル
トに対して内側になるように組み合わせる工程と、フェルト側からニードルパンチする工
程とを含んでいた。線速度は１．５メートル／分であった。インチ当たりの貫通（ＰＰＩ
）の数は３８３であった。積層体の透気性は、３７立法フィート／分（ｃｆｍ）であった
。
【００３５】
実施例４
　国際公開第０３／０８０９０５号パンフレットに記載の方法を用いて、１０ｇｓｍの坪
量を有するナノウェブを、ポリアミド－６,６から３３．９ｇｓｍのポリエステルスパン
レース（Ｓｏｎｔａｒａ（登録商標））へと紡糸した。平均繊維直径は４００ｎｍであっ
た。このナノウェブを、ニードルパンチによって、１４オンスの完全に固化されたポリエ
ステルフェルト（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｆｅｌｔ）に結合した。
【００３６】
　ニードルパンチは、フェルトおよびスクリム＋ナノウェブ構造を、ナノウェブがフェル
トに対して内側になるように組み合わせる工程と、フェルト側からニードルパンチする工
程とを含んでいた。線速度は１．５メートル／分であった。インチ当たりの貫通（ＰＰＩ
）の数は３８３であった。積層体の透気性は２６．１立法フィート／分（ｃｆｍ）であっ
た。
　次に、本発明の態様を示す。
1.　１ミクロンより大きい繊維直径を有する繊維の第２のウェブに結合された、１ミクロ
ン以下の繊維直径を有するポリマー繊維の第１のウェブを含む複合シートであって、前記
第２のウェブの繊維の一部が、多数の不連続領域においてポリマー繊維の前記第１のウェ
ブを通して突出する複合シート。
2.　前記第１および第２のウェブがニードルパンチによって結合される上記１に記載の複
合シート。
3.　前記複合シートの平均孔径が、結合前の前記第１および第２のウェブを合わせたもの
の平均孔径以下である上記１に記載の複合シート。
4.　前記第１のウェブが少なくとも５ｇｓｍの坪量を有する上記１に記載の複合シート。
5.　前記第１のウェブと前記第２のウェブとの間に配置されたスクリムをさらに含む上記
１に記載の複合シート。
6.　前記第１のウェブがスクリムと前記第２のウェブとの間にあるように配置されたスク
リムをさらに含む上記１に記載の複合シート。
7.　ポリマーナノウェブをフェルトに結合して、複合シートを形成する方法であって、前
記ナノウェブおよび前記フェルトを対面する関係で提供する工程と、一部の繊維が前記フ
ェルトから前記ナノウェブを通して突出するように、前記フェルトを前記ナノウェブにニ
ードルパンチする工程とを含む方法。
8.　前記複合シートを熱処理する工程をさらに含む上記７に記載の方法。
9.　前記熱処理が熱間圧延または炉における加熱を含む上記８に記載の方法。
10.　熱処理が、前記ナノウェブのポリマーのガラス転移温度前後で行われる上記８に記
載の方法。
11.　前記ニードルパンチの針が、前記ナノウェブの繊維の平均直径の少なくとも５００
倍の直径を有する上記７に記載の方法。
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12.　前記ニードルパンチの針が、前記ナノウェブの繊維の平均直径の少なくとも１００
０倍の直径を有する上記７に記載の方法。
13.　前記熱処理の方法が圧延である上記９に記載の方法。
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